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あらまし 近年，インターネットの普及により，ショッピング，ホテルの予約など様々なサービスがイ

ンターネット上で提案されている．これらのサービスの一部では個人情報の提供を要求する．しかし，利

用者はサービス提供者に提供した個人情報の利用方法を確かめることができない．その結果，利用者が

サービス提供者に不安を感じても，サービスを受けるには個人情報を提供しなければならない．このこ

とを解決するために，利用者が個人情報の処理方法を制御できる仕組みを提案する．個人情報はサービ

ス提供者の持つプログラムで処理される．そのため，そのプログラムに利用者の意図を反映させること

で，利用者に個人情報の処理方法を制御する仕組みを実現する．
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1 はじめに

現在，誰もが簡単にインターネットを利用できる．そ

れに伴い，インターネット上では，オンラインショッピン

グやオンラインバンキングなどのサービスが公開されて

いる．これらのサービスは，利用者に名前，住所，電話

番号などの個人情報を要求する．しかし，利用者には実

際に個人情報がどのように利用されているかわからない．

また，近年では，情報漏洩事件 [1]や不正利用，フィッ

シングサイトによる被害 [2]が多発している．その対策

として，これまでに認証プロトコルや電子署名，SSLな

どのセキュリティ技術が開発されてきた．しかし，これ

らの技術を用いるかの決定権はサービス提供者にあり，

利用者に個人情報の処理方法の決定権がない．そこで，

我々は利用者が個人情報の処理方法を指定できるような

仕組みを提案する．

利用者の個人情報はサービス提供者の持つプログラム

で処理される．そのため，提案モデルでは，このプログ

ラムを利用者が指定した個人情報の処理方法に書き換え

る．サービス提供者は書き換えられたプログラムで個人

情報を処理する．これにより，個人情報は利用者が指定

した処理方法で処理されるため，利用者はサービス提供

者による個人情報の悪用を妨げることができる．その結
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果，利用者は安心して個人情報をサービス提供者に提供

できる．

本稿では，提案モデルを実現するために，サービス提

供者が持つプログラムに利用者が指定した処理方法を適

用する方法を検討する．

2 関連研究

企業のウェブページの多くは，プライバシーの考え方

（Yahoo! Japan）やプライバシー（IBM Japan）といっ

た個人情報の取り扱い方を示したページを持つ．これら

のページでは，サイトが収集した情報をどのような目的

のためにどのように取り扱うのかを示す．また，サイト

が収集する情報の取り扱い方を利用者に提示するため

のフォーマットとして P3P（The Platform for Private

Preferences）[3]がある．P3Pでは各サイト（企業）が

定義しているプライバシポリシとユーザプリファレンス

を比較することで，自動的な情報の提供可否判断を可能

にする．しかし，これらは企業によってプライバシポリ

シが遵守されていることを保証しない．

企業内での情報の取り扱い方を制御するための仕組み

として EPAL（Enterprise Privacy Authorization Lan-

guage）[4]がある．しかし，EPALは企業内従業員によ

る不正な情報利用を防止するものであって，企業内での

情報の取り扱い方を利用者に保証するものではない．

利用者間の信頼に基づいて情報へのアクセス権やサー
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図 1: 提案モデル

ビスの利用権を付与するための様々な研究 [5, 6]が行な

われている．これらの研究では相手が持つ属性によって

その相手が信頼可能かを決定する．しかし，信頼関係は

両者が置かれた状況や環境に依存するものであり，一般

的な方法を定義することが難しく，アプリケーションに

依存したものとなる．また，利用者はサービス提供者を

信頼することで，情報が不正に利用されないことを信じ

ているだけであり，サービス提供者は容易に個人情報を

不正に利用することができる．

利用者の匿名性が確保できる情報の組み合わせだけを

相手に開示することでプライバシを確保する研究として

[7]や [8]がある．これらの研究では，その情報単体だけ

で利用者の特定に繋がらない情報であれば，情報の組み

合わせを制御することで利用者のプライバシを守ること

ができる．しかし，クレジットカード番号やパスワード

など，その情報単体で利用者の特定に繋がる情報を守る

ことはできない．

個人情報を外部に出さないことで利用者の個人情報を

守ろうとする研究として EMAPP[9] がある．EMAPP

では利用者が個人情報を管理する空間（Encapsulated

Space）を持ち，サービス提供者が利用者の個人情報を

確認するためのモバイルエージェントを持つ．利用者は

モバイルエージェントを Encapsulated Space内に受け

入れ，利用者の情報確認結果だけをサービス提供者に送

信させることで利用者の情報を守る．しかし，利用者は

モバイルエージェントが送信する結果を利用者の情報を

漏らさないものであると確認する必要があり，またモバ

イルエージェントが Encapsulated Spaceで正しく動作

したといったことをサービス提供者に対して保証する必

要がある．

更に，これらの研究では，利用者の情報操作に対して

サービス提供者が主導権を握っており，利用者はサービ

ス提供者に情報を提供するか，提供しないかの選択権し

かない．そのため，我々は利用者が個人情報の利用方法

を制御できる仕組みを提案する．

3 提案モデル

提案モデルはサービスを利用する利用者とサービスを

提供するサービス提供者からなる．利用者は安心できる

処理方法をサービス提供者に伝える．サービス提供者は

その方法に従ってプログラムを変換する．その後，サー

ビス提供者は変換したプログラムで個人情報を処理する．

これにより，利用者は自身が選択した方法により，個人

情報を保護することができる．

プログラムの変換はプログラム変換モジュールで実現

する．プログラム変換モジュールでプログラムを変換す

るためにはプログラムを変換するルールが必要となる．

しかし，一般的な利用者はプログラムに関する知識がな

く，プログラムを変換するためのルールを定義すること

が難しい．そこで，プログラムの変換ルールとルールに

より情報をどのように保護するのかを示す説明文から構

成される保護ポリシを定義し，複数の保護ポリシを管理

する保護ポリシデータベースを準備する．利用者は保護

ポリシデータベースにアクセスし，保護ポリシ中の説明

文を読むことで，自分が安心できる情報の処理方法が定

義されている保護ポリシを選択することができる．

また，保護ポリシを選択するためには，どの保護ポリ

シがサービス提供者が持つプログラムに適用できるのか

知る必要がある．しかし，サービス提供者が持つプログ
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ラムによって情報の処理方法が異なる．そこで，利用ポ

リシを定義する．利用ポリシはサービス提供者が利用者

に要求する情報ごとに準備され，サービス提供者がプロ

グラム中でどの情報をどのように処理するかが定義され

る．これにより，利用者はサービス提供者が持つプログ

ラムが提供した情報に対しどのような処理を行うか知る

ことができる．図 1に提案モデルの概要を示す．

1. 利用者はサービス提供者にサービスを要求する．こ

の時，サービス提供者はサービスを利用するため

の条件として利用者に対して個人情報の提供を要

求する．しかし，利用者はサービス提供者を信頼

できず，個人情報を与えることに不安に感じる．そ

こで，利用者はサービス提供者による個人情報の

処理方法を確認するために利用ポリシを要求する．

サービス提供者はその個人情報に対する利用ポリ

シを利用者に送信する．利用者は利用ポリシによ

り，サービス提供者がどのように個人情報を処理

しようとしているか知ることができる．

2. 利用者は保護ポリシデータベースにアクセスし，利

用ポリシに定義された処理方法に合致する保護ポ

リシの一覧を得る．利用者はその中から個人情報

の処理方法が定義された保護ポリシを取得する．

3. 利用者は指定した保護ポリシをサービス提供者に

送信する．

4. サービス提供者は保護ポリシ，利用ポリシにより，

個人情報処理プログラムを変換モジュールで保護

ポリシが反映されたプログラムに変換する．

5. 利用者は保護ポリシに従い保護したい個人情報を

変換し，変換した個人情報をサービス提供者に送

信する．

6. サービス提供者は，変換された個人情報を保護ポ

リシが反映されたプログラムで処理する．

これにより，利用者は自身が選択した処理方法でサー

ビス提供者に個人情報を処理してもらうことが可能とな

る．第 4章で保護ポリシ，第 5章で利用ポリシ，第 6章

でプログラムの変換方法について述べる．

4 保護ポリシ

保護ポリシは利用者がサービス提供者に自身が安心で

きる個人情報の処理方法を伝えるために利用する．保護

ポリシの構成を図 2に示す．

保護ポリシは XML形式で定義される．保護ポリシで

は利用者に対する説明文を<EXPLANATION>，保護対象の

<EXPLANATION>

自然言語で書かれた説明文

</EXPLANATION>

<INFORMATION> information </INFORMATION>

<OPERATION> operation </OPERATION>

<CONVERT-RULE>

rules

</CONVERT-RULE>

図 2: 保護ポリシ

情報と操作を<INFORMATION>と<OPERATION>，プログラ

ム変換ルールを<CONVERT-RULE>で定義する．

<EXPLANATION>は自然言語で記述され．利用者は<EX-

PLANATION>を読むことで，自分が安心できる処理を実

現する保護ポリシを選択することができる．

保護ポリシが保護対象とする情報とそれに対する操作

はそれぞれ<INFORMATION>と<OPERATION>で定義する．

これらは利用者が保護ポリシデータベース内からプログ

ラムに適用可能な保護ポリシを検索するときに利用する．

これにより，利用者は自身が守りたい情報が定義された

保護ポリシでかつサービス提供者が持つプログラムに適

用可能な保護ポリシの一覧を取得することができる．

<CONVERT-RULE>は複数のルールからなり，利用者に

対する説明文を実現するためのプログラム変換方法を定

義する．例えば，利用者がサービス提供者のことを信頼

できず，個人情報を保護したいとする．しかし，個人情報

を提供しなければ，サービスを利用することはできない．

このため，個人情報 (データ)を保護するために個人を特

定できないようにデータを変換する必要がある．そこで，

このようなデータを変換するためのルールを<DATA-CON-

VERT-RULE>として<CONVERT-RULE>内に定義する．また，

データが変換された場合，変換前のデータに行っていた

操作が適用できなくなる可能性がある．そこで，変換前

のデータに行っていた操作を変換後のデータに対する操

作に変換するためのルールが必要となり，それを<OPER-

ATION-CONVERT-RULE>として定義する．また，変換前の

データが利用者からサービス提供者に送信されると，個

人情報を保護することはできない．そのため，変換前の

データの通信を阻止すると共に，変換後のデータを送受

信するためのルールが必要となり，それを<COMMUNICA-

TION-RULE>として定義する．

これらのルールを用いることで，個人情報を変換し，

変換した個人情報を利用できるようにプログラムを変換

する．
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5 利用ポリシ

図 3に利用ポリシを示す．利用ポリシは xml形式で定

義される．利用ポリシでは，定義対象の情報を<INFOR-

MATION>，データを格納する変数を<VARIABLE>，処理方

法を<OPERATION>で定義する．

<INFORMATION>information<INFORMATION>
<VARIABLE>

<NAME>name</NAME>
<TYPE>type</TYPE>

</VARIABLE>

<OPERATION>

<FORMAT>

<METHOD>(*<PARAMETER>)
</FORMAT>

<METHOD>

<NAME>name</NAME>
<RETURN>type</RETURN>

</METHOD>

*<PARAMETER>

<DATA>information</DATA>
<NAME>name</NAME>
<TYPE>type</TYPE>

</PARAMETER>

</OPERATION>

図 3: 利用ポリシ

<INFORMATION>は利用者が保護ポリシデータベース

から保護ポリシを絞り込む時に利用する．保護ポリシの

<INFORMATION>と，利用ポリシの<INFORMATION>を比較

することで，絞り込むことができる．

<VARIABLE>は<NAME>と<TYPE>から構成され，利用者

の個人情報（データ）を格納される変数を定義する．<NAME>

は変数名を定義する．<TYPE>はその変数の型を定義する．

これにより，変換対象のプログラムが利用者からの個人

情報をどの変数に格納しているか知ることができる．

<OPERATION>は<FORMAT>，<METHOD>，<PARAMETER>

から構成され，利用者の個人情報（データ）をどのよう

な操作で利用するかを定義する．<FORMAT>はメソッド

への引数の与え方を定義する．<METHOD>は操作名を表

す<NAME>とその操作の結果として返される戻り値を表す

<RETURN>から構成される．<PARAMETER>では引数の情報

を，<DATA>，<NAME>，<TYPE>により定義する．<DATA>

は変数に格納される情報 (データ)を示し，<NAME>は変

数名，<TYPE>は変数の型名を示す．これにより，プログ

ラム中で利用者の個人情報に対してどのような操作が適

用されるか知ることができる．

6 プログラムの変換

利用者が選択した保護ポリシをサービス提供者の持つ

プログラムに適用するためにプログラムの変換を行う．

保護ポリシには利用者が守りたい情報とプログラム変換

ルールが定義される．一方，利用ポリシには変換するプ

ログラムの情報が定義されている．プログラムの変換は

変換対象のプログラムと保護ポリシ，利用ポリシをプロ

グラム変換モジュールに与えることで行う．プログラム

変換モジュールは Javaプログラムを変換の対象とする．

また，保護ポリシと利用ポリシは XML形式で記述されて

いる．図 4にプログラムの変換例を示す．

図 4は利用者からプレインテキストのパスワードを受

信して認証するプログラムをハッシュ化したパスワード

を認証するものに変換する例である．利用ポリシはパス

ワードについて定義されており，パスワードが受信され

た後に格納される変数とパスワードに対して行われる処

理が定義される．一方，保護ポリシは，パスワードの通

信を禁止し，代わりにハッシュ変換したパスワードで認

証するようにプログラムを変換するためのものである．

プログラム変換ルールはデータ変換ルール(<DATA-CON-

VET-RULE>)と操作変換ルール (<OPERATION-CONVERT

-RULE>)，送受信制御ルール (<COMMUNICATION-RULE>)

から構成される．<DATA-CONVET-RULE>にはパスワード

をハッシュ化するルール，

hash password sp← hash(password sp, nonce)

が定義されている．これは hash関数に password spと

nonceを与えることで hash password spを生成するこ

とを示す．また，<OPERATION-CONVERT-RULE>には

authentication(hash password, hash password sp)

← authentication(password, password sp)

が定義されており，authenticationという操作にpass-

wordと password spの情報を利用するところを hash

passwordと hash password spの情報を利用するよう

に変換することを示す．<COMMNUICATION-RULE>には

password：denied

hash password, nonce：allowed

が定義され，前者は passwordの通信を禁止することを

示し，後者は hash passwordと nonceの通信を許可す

ることを示す．

プログラム変換モジュールによるプログラム変換の流

れを図 5に示す．プログラム変換モジュールはまず保護

ポリシと利用ポリシ，変換対象のプログラムを読み込む．

次に保護ポリシの情報と利用ポリシの情報を結びつける．

これにより，保護ポリシが保護対象とする情報がプログ

ラム中でどのような変数に格納されて処理されるか知る

ことができる．次にプログラムを解析し，変数やメソッ

ド等に分解する．その後，プログラム変換ルールを読み

込み，各ルールに従ってプログラムを変換する．これに

より，利用者はサービス提供者の持つプログラムに保護

ポリシで定義された処理を適用する．
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図 4: プログラムの変換例

図 5: プログラム変換モジュールの流れ

6.1 読み込み

保護ポリシと利用ポリシ，個人情報処理プログラムを

読み込む．その後，ポリシにどのような情報が定義され

ているか知るために，XML形式で記述されたポリシを解

析する．

6.2 ポリシの結びつけ

保護ポリシが変換対象とする情報がプログラム中のど

こで利用されているか，また，変換対象の操作がプログ

ラム中でどのような形式で処理されているかわからない．

そこで，これらの情報を利用ポリシと保護ポリシを結び

つけることで得る．

保護ポリシの<INFORMATION>には変換対象の情報が定

義されている．また，利用ポリシの<VARIABLE>には利用

ポリシの<INFORMATION>に定義された情報が格納される

変数が定義されている．このため，保護ポリシと利用ポリ

シの<INFORMATION>を結びつけることで，保護ポリシの

<INFORMATION>に定義された情報が<VARIABLE>の変数

で利用されていることがわかる．図 4の例では password

が String型の変数 pで利用されることがわかる．

同様に，<OPERATION>に対しても結びつけを行うこと

で，変換対象の操作がプログラム中のどの処理で実現さ

れているか知ることができる．図 4の例では，保護ポリ

シの<OPERATION>に定義された操作 authenticationがプ

ログラム中の equals関数で実現されていることがわかる．

結果，情報が格納される変数やその情報に対する処理

がわかり，プログラム変換ルールを適用する箇所を特定

することが可能となる．

6.3 プログラムの解析

プログラム中から変数名を検索したくても，ソース

コード内のどの文字列が変数名を示すか特定しなければ

ならない．プログラム中ではメソッドを跨ぐことにより，
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図 6: ASTParserにより構造化されたプログラムの例

格納するデータは同じでも変数名が変わる場合が存在す

る．そこで，プログラムの解析を行う．プログラムの解

析には ASTParser[10]を用いる．ASTParserは Javaプ

ログラムに対し字句解析と構文解析を行い，抽象構文木

を生成する．解析により構造化されたプログラムの例を

図 6に示す．

例えば図 4のプログラムの 4行目 p = receive()は

ASSIGNMENTと解析され，この行が代入式であることが

わかる．同様に，6行目は VARIABLE DECLARATION

STATEMENT と解析され，この行が変数の宣言文である

ことがわかる．また，21行目 if(equals(p, sp)){は
IF STATEMENTと解析され，この行は if文であることが

わかる．このため，変数 pが出現する箇所を特定する場合

には，ASSIGNMENT と VARIABLE DECLARATION STATE-

MENTを探すことですべて抽出することができる．更に，

式の左辺に pがある行を抽出することで，pへ代入する

行を取得することができる．

6.4 プログラム変換ルールの適用

プログラム変換ルールを適用することで，保護ポリシ

に定義された処理をサービス提供者が持つプログラムに

実現する．プログラム変換ルールは複数のルールから構

成されるため，このことを実現するためには，まずこれ

らのルールの適用順序を決定する必要がある．プログラ

ム変換ルールを適用する流れを図 7に示す．

図 4の例ではプログラム変換ルールは<DATA-CONVERT

-RULE>と<OPERATION-CONVERT-RULE>，<COMMUNICA-

TION-RULE>からなる．<DATA-CONVERT-RULE>はサービ

ス提供者が認証時に受信したパスワードと比較する予め

登録されたパスワードをハッシュ変換するためのルール

であり，hash password pを生成するために password sp

と nonceを必要とする．しかし，password spと nonce

がどの変数に対応するか定義されていない．そこで先

に<OPERATION-CONVERT-RULE>の適用を検討する．ここ

図 7: プログラム変換ルールの適用の流れ

で，利用ポリシには password が p，authentication が

equalsと定義されている．このため，<OPERATION-CON-

VERT-RULE>の変換前の操作

equals(p, password sp)

を特定することで，password spが格納されている変数

を特定することができる．しかし，本ルールを適用す

るためには，変換後の操作で必要となる hash password

がわからず，変換することができない．そこで，先に

<COMMUNICATION-RULE>を適用する．これにより，ハッ

シュ化されたパスワードが格納される変数がわかるため，

<OPERATION-CONVERT-RULEの適用が可能となり，更に

<DATA-CONVERT-RULE>の適用も可能となる．

次に各プログラム変換ルールを適用する箇所を特定す

る．このことを実現するために ASTParserを利用して

プログラムを解析する．

ASTParserにより，生成された抽象構文木の各ノード

は特定の識別子とが付けられ，その識別子は ASTParser

のライブラリと結びつけられる．図 4の変換前のプログ

ラムでは図 6のように解析される．

例えば，<DATA-CONVERT-RULE>は変換対象の情報が

変数の値が確認した後であり，かつ，特定の操作が行わ

れる前に適用する必要がある．そのため，Asaignment

クラスなどのライブラリを利用することで，代入箇所を

特定し，また，保護ポリシの<OPERATION>に定義された

特定の操作を検索する．これにより，各ルールごとに適

用可能な箇所を抽出する．
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最後にそれぞれのプログラム変換ルールを適用し，プ

ログラムを変換する．プログラム変換ルールの適用は，

変換前の処理が必要なくなる箇所があればその箇所をコ

メントアウトし，変換後に必要となる処理を追加するこ

とで行われる．以下，図 4の例を用いて，それぞれのプ

ログラム変換ルールによるプログラムの変換方法を具体

的に示す．

送受信ルール： <COMMUNICATION-RULE>は passwordの

通信を禁止し，hash paswordと nonceの通信を許

可すると定義されている．このルールを適用する

ために，まず，禁止される passwordの通信箇所を

特定する．保護ポリシと利用ポリシの結びつけに

より，passwordは変数 pに格納されることがわか

る．そのため，変数 pに情報が格納される行を特

定する．図 4のプログラムの例では 4行目が取得

できる．次に password の通信を禁止と定義され

ているため，4行目をコメントアウトする．また，

hash paswordと nonceは通信許可とあり，利用者

から受信するデータであるため，それらを受信す

るためのコード（変換後の 6行目と 8行目）を挿

入する．これにより，passwordの通信を禁止する

と共に，hash password と nonce を受信するコー

ドを生成することができる．

操作変換ルール： <OPERATION-CONVERT-RULE>には au

-thenticationという操作にはpasswordとpass-

word sp の情報を利用するところを hash pass-

wordと hash password spの情報を利用するよう

に変換すると定義されている．また，保護ポリシと

利用ポリシの結び付けにより，authenticationは関

数 equalsで実現されていること，passwordは変数p

に格納されていること，password spは変数 p spに

格納されることがわかる．そこで，equals(p, sp p)

の操作を行っている行を特定する．図 4の例では

21行目が取得できる．そこで，21行目のこの操作

を equals(hash p, hash p sp)に変換する．これに

より，操作を変換することができる．

データ変換ルール： <DATA-CONVERT-RULE>はhash p sp

を password sp と nonce から hash 関数により生

成するためのルールである．ここで，すでに適用

された<OPERATION-CONVERT-RULE>により，pass-

word spは変数 p spに格納されていることがわか

る．また，hash p sp を生成するためには，pass-

word spと nonceが必要となる．そこで，まず，変

数 p spと nonceの両方が揃う箇所を特定する．図

4の例では 6行目が両方揃う箇所と特定できる1．

1 変換後のコードでは nonce の受信は 8 行目となっているが，これ
は変換前の 4 行目に挿入された結果である．

このため，6行目以降に hash p spを生成するコー

ドを挿入すればよいとわかる．また，hash p spを

利用するコードを生成する操作変換ルールが 21行

目に適用されている．このため，7～20行目のい

ずれかに hash p spを生成するコードを挿入する

必要がある．図 4の例では 7行目（変換後の 11行

目）に挿入されている．これにより，データ変換

ルールを適用し，変数 p spをハッシュ化すること

ができる．

すべてのルールの適用が確認できたらプログラムの変換

を終了する．

6.5 書き出し

変換できたプログラムを java形式で書き出す．その

後，コンパイルしたプログラムをサービス提供者が実行

することで，利用者は自身が選択した処理方法を反映し

たプログラムで個人情報を処理してもらうことができる．

7 評価

プログラム変換モジュールにより，どれくらいのプロ

グラムの変換が可能かを検証した．検証では Web上で公

開されている 20個のプログラムを利用した．また，7個

の保護ポリシを準備した．保護ポリシとしては，特定の

操作・通信を禁止するポリシや通信を暗号化するポリシ，

認証方法を変更するポリシなどを準備した．プログラム

によって適用する意味のない保護ポリシが存在し，その

組み合わせを除いた 89通りの変換を検証した．89通り

の変換を行った結果を表 1に示す．

表 1: 検証結果

実行可能 意図した動作 76 通り
変換成功 意図しない動作 2 通り

実行不可能 - 0 通り
変換失敗 - - 11 通り

89通りの変換の内，76通りの変換については，意図

した動作を実現するプログラムに変換できた．しかし，

意図した動作と異なるプログラムへの変換が 2通り，変

換を失敗したものが 10通り存在した．

変換が失敗したものは，グローバル変数を利用してい

るプログラムや利用者からの情報を条件分岐の条件とし

て利用しているものであり，これらのことを考慮してい

なかったために発生していた．このため，これらのこと

を考慮した実装にすることで解決できるものと思われる．

また，意図しない動作に変換されたものについては，

利用者の個人情報を格納していた変数が，他のデータを

格納するために再利用されており，この結果，データの
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変換が間違ったデータに適用されたため発生していた．

これは変数への代入文に注目し，その変数が利用者の個

人情報を保持しているプログラム中の範囲を特定するこ

とで解決できるものと思われる．

8 おわりに

本研究では，提案モデルを実現するために保護ポリシ，

利用ポリシ，プログラム変換ルールを定義し，それらに

よるプログラムの変換方法を提案した．本提案方法をプ

ログラム変換モジュールとして実装し，評価した結果，

変換を失敗するプログラムと意図しない処理に変換され

たプログラムが存在した．今後の課題として，これらを

変換できるようにプログラム変換モジュールを改良する

ことが挙げられる．
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